
電子納品とは、工事などの各業務段階で発生した最終成果品を電子データで
納品することをいう。

対象となる書類・範囲は全ての成果品とするが、受発注者間で事前協議を行
い電子納品の対象となる書類・範囲を決定すること。

発注者の事前準備から電子納品までの流れについては、次のとおりとする。
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